
 

２０２４年６月３日 

 

お客さま各位 

 

自由金利型定期預金（大口定期預金）の 

期限前解約利率の算出方法の変更について 

 

 朝日信用金庫は、自由金利型定期預金（以下、大口定期預金）の期限前解約利率の算出方法

を変更しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、これに伴い「自由金利型定期預金規定」「自動継続自由金利型定期預金規定」を改定い

たします。 
 

記 
 

１．変更日 

  ２０２４年７月５日（金） 
 

２．変更内容 

  変更日以降に新規でお預け入れいただく大口定期預金、および変更日以降に満期日が到来

する大口定期預金（自動継続含む）について、以下「（１）変更後」の利率が適用されます。 
 

（１）変更後 

・期限前解約時には次の利率により利息を計算します。（小数点第４位以下切捨） 

・預入日数にかかわらず、以下のＡ・Ｂのうち最も低い利率を適用します。 
 

    Ａ ： 解約日における普通預金の利率 

    Ｂ ： 約定利率－約定利率×３０％ 
 

      ※ 約定利率 … 預入時の適用利率 
 

（２）現在 

・期限前解約時には次の利率により利息を計算します。（小数点第４位以下切捨） 

  ・Ｃの算式により計算した利率が０％を下回るときは０％とします。 
 

預入期間 期限前解約利率 

預入日の１ヵ月後の応当日の前日に 

期限前解約する場合 
Ａ・Ｂ・Ｃのうち最も低い利率を適用 

預入日の１ヵ後の応当日以後に 

期限前解約する場合 
Ｂ・Ｃのうち最も低い利率を適用 

 

Ａ ： 解約日における普通預金の利率 

    Ｂ ： 約定利率－約定利率×３０％ 

    Ｃ ： 約定利率－（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数）／預入日数 
 

      ※ 約定利率 … 預入時の適用利率 

基準利率 … 解約日にこの預金の元金を証書表面または、通帳記載の満期日

まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利

率を基準として算出した店頭表示利率（解約日の利率） 



 

自由金利型定期預金規定 新旧対照表（改定箇所のみ抜粋） ※ 赤字部分が改定内容 

現行 改定後 
 

２．（利息） 

（１）～（２） 

 （略） 

(３)この預金を定期預金等共通規定第４条第１項により満期日前に解約する場合、

および定期預金等共通規定第４条第４項第５項の規定により解約する場合に

は、その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日から解約日

の前日までの日数（以下「預入日数」といいます。）および次の利率によって

計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている

場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と

期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の１ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のＡ、Ｂおよ

びＣ（ＢおよびＣの算式により計算した利率の小数点第４位以下は切捨て

ます。ただし、Ｃの算式により計算した利率が０％を下回るときは０％とし

ます。）のうち最も低い利率。 

Ａ 解約日における普通預金の利率 

Ｂ 約定利率－約定利率×３０％ 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｃ 約定利率－          預入日数 

なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書表面または、通帳記

載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される

利率を基準として算出した当金庫所定の方法により表示する利率をいい

ます。 

② 預入日の１ヵ月後の応当日以後に解約する場合には、次のＡおよびＢの算

式により計算した利率（小数点第４位以下は切捨てます。ただし、Ｂの算式

により計算した利率が０％を下回るときは０％とします。）のうち、いずれ

か低い利率。 

Ａ 約定利率－約定利率×３０％ 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｂ 約定利率－          預入日数 

(４) この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 
 

 

２．（利息） 

（１）～（２） 

 （略） 

(３)この預金を定期預金等共通規定第４条第１項により満期日前に解約する場合、

および定期預金等共通規定第４条第４項第５項の規定により解約する場合に

は、その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日から解約日

の前日までの日数（以下「預入日数」といいます。）および次の利率によって

計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている

場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と

期限前解約利息との差額を清算します。 

   【利率の算出】 

次のＡおよびＢ（小数点第４位以下は切捨てます。）のうち最も低い利率。 

Ａ 解約日における普通預金の利率 

Ｂ 約定利率－約定利率×３０％ 

(４) この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 
 

 



 

自動継続自由金利型定期預金規定 新旧対照表（改定箇所のみ抜粋） ※ 赤字部分が改定内容 

現行 改定後 
 

２．（利息） 

（１）～（３） 

 （略） 

(４)この預金を定期預金等共通規定第４条第１項により満期日前に解約する場合、

および定期預金等共通規定第４条第４項第５項の規定により解約する場合に

は、その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日（継続をし

たときは最後の継続日）から解約日の前日までの日数（以下「預入日数」とい

います。）および次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。た

だし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数あ

る場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の１ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のＡ、Ｂおよ

びＣ（ＢおよびＣの算式により計算した利率の小数点第４位以下は切捨て

ます。ただし、Ｃの算式により計算した利率が０％を下回るときは０％とし

ます。）のうち最も低い利率。 

Ａ 解約日における普通預金の利率 

Ｂ 約定利率－約定利率×３０％ 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｃ 約定利率－          預入日数 

なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書表面または、通帳記

載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される

利率を基準として算出した当金庫所定の方法により表示する利率をいい

ます。 

② 預入日の１ヵ月後の応当日以後に解約する場合には、次のＡおよびＢの算

式により計算した利率（小数点第４位以下は切捨てます。ただし、Ｂの算式

により計算した利率が０％を下回るときは０％とします。）のうち、いずれ

か低い利率。 

Ａ 約定利率－約定利率×３０％ 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｂ 約定利率－          預入日数 

(５) この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 
 

 

２．（利息） 

（１）～（３） 

 （略） 

(４)この預金を定期預金等共通規定第４条第１項により満期日前に解約する場合、

および定期預金等共通規定第４条第４項第５項の規定により解約する場合に

は、その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日（継続をし

たときは最後の継続日）から解約日の前日までの日数（以下「預入日数」とい

います。）および次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。た

だし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数あ

る場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。 

   【利率の算出】 

次のＡおよびＢ（小数点第４位以下は切捨てます。）のうち最も低い利率。 

Ａ 解約日における普通預金の利率 

Ｂ 約定利率－約定利率×３０％ 

(５) この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 
 

以 上 


